
船舶事故調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年９月３日 ０６時４４分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港西港苫小牧埠頭晴海
は る み

岸壁 

苫小牧港西防波堤灯台から真方位０４５°１.７海里付近 

（概位 北緯４２°３８.４′ 東経１４１°３８.８′） 

事故の概要 貨物船TROPICAL
ト ロ ピ カ ル

 BINTANG
ビ ン タ ン

は、着岸操船中、係留中の貨物船はるかに

衝突した後、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年９月７日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 TROPICAL BINTANG（パナマ共和国籍）、９,５９５トン 

   ９５６７３４８（ＩＭＯ番号）、RINGLE STEAMSHIP INC. 

Ｂ 貨物船 はるか、４９９トン 

   １４２３７３、トランスオーシャン株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、三級（航海） 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口等、左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に凹損等 

岸壁 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南東、風力 ７、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 苫小牧市には、令和２年９月２日１５時４７分に強風注意報及び波

浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１７人が乗り組み、風力５の南東風が吹く状況

下、晴海ふ頭第３号岸壁に船首を東北東方に向けて左舷着けで着岸す

る目的で、着岸作業を支援させるタグボート１隻を右舷船尾に配し、

水路を北東進していた。 

船長Ａは、晴海ふ頭第３号岸壁の手前に横並びする苫小牧埠頭晴海

岸壁（以下「晴海岸壁」という。）に船首を東北東方に向けて左舷着

けで係留中のＢ船を認めた。 

Ａ船は、Ｂ船を左舷船首方に見ながら北東進を続け、船長が着岸操

船を行う目的で減速を開始し、Ｂ船の南東方至近に至った時、南東風

が強くなって風力７に達するようになり、風下への圧流が大きくなっ

てＢ船に向かう状況となった。 



Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船との衝突を避ける目的で、右舷錨を投下し

て右舷錨鎖を２節（約５０ｍ）繰り出した状態で固定し、左舵一杯と

して船尾を右舷方に振った後、機関を停止してタグボートにＡ船を後

方に向けて引かせたものの、左舷中央部がＢ船の右舷船首部に衝突

し、船首が左舷方に振られて左舷船首部が岸壁に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、晴海岸壁に船首を東北東方に

向けて係留中、荷役準備の目的で、船長Ｂが船橋で、乗組員３人が暴

露甲板上で、乗組員１人が機関室で、それぞれ作業に当たっていた。 

船長Ｂ及び暴露甲板上にいた乗組員３人は、Ａ船がＢ船の右舷船首

部に衝突し、その後、Ｂ船の船首部が左舷方に振られて岸壁に衝突す

るのを目撃した。 

Ａ船は、船長Ａがタグボート１隻の増援を要請し、タグボート２隻

を使用して晴海ふ頭第３号岸壁に着岸した。 

船長Ａは、苫小牧港に入港したことが２回あり、水先人の乗船が義

務づけられる強制水先区ではなかったので、水先人を乗船させていな

かった。 

Ａ船は、スラスタを装備していなかった。 

船長Ａは、入航開始前に強風注意報が発表されていたことを承知し

ており、自身の経験により風力５の南東風が吹くものと想定してタグ

ボート１隻のみを使用して着岸できると判断し、タグボート１隻のみ

を要請して入航を開始したが、想定を超えた風力７の突風が吹いたの

で、タグボート２隻を要請するべきだったと本事故後に思った。 

苫小牧港西港は、堀込式港湾で、東北東方に向けて水路があり、同

水路中央部の北岸には晴海ふ頭及び晴海岸壁などの係留施設がある。 

分析 Ａ船は、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風力５の南東風が

吹く状況下、着岸操船中、船長Ａが、タグボート１隻のみを使用して

着岸できると判断し、タグボート１隻のみを船尾に配した状態で、東

北東方に船首を向けて係留中のＢ船の南東方至近を北東進したことか

ら、船長Ａの想定を超えた風力７の突風が吹いてＢ船への圧流が大き

くなった際、Ｂ船を避ける措置を十分に取ることができず、Ｂ船に衝

突したものと考えられる。 

船長Ａは、強風注意報及び波浪注意報が発表されていたことを承知

し、自身の経験により、風力５の南東風が吹くものと想定してタグボ

ート１隻のみを使用して着岸できると判断したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風力５

の南東風が吹く状況下、着岸操船中、船長Ａが、自身の経験によりタ

グボート１隻のみを使用して着岸できると判断し、タグボート１隻の

みを船尾に配した状態で、東北東方に船首を向けて係留中のＢ船の南

東方至近を北東進したため、船長Ａの想定を超えた風力７の突風が吹

いてＢ船への圧流が大きくなった際、Ｂ船を避ける措置を十分に取る



 

 

ことができず、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風注意報が発表されている状況下で着岸操船を行う場

合には、風の影響で圧流されることを考慮し、２隻以上のタグボ

ートを使用することが望ましい。 

・船長は、強風注意報が発表されている状況下で着岸操船を行う場

合には、突風により圧流されることを考慮し、係留中の船舶や岸

壁との距離を十分に確保すること。 


